
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
要
綱

（
傍
線
部
分
は
、
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
分
）

第
一

総
則

一

目
的

こ
の
法
律
は
、
日
本
列
島
北
部
周
辺
、
と
り
わ
け
北
海
道
の
先
住
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
の
源
泉
で
あ
る

ア
イ
ヌ
の
伝
統
及
び
ア
イ
ヌ
文
化
（
以
下
「
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
」
と
い
う
。
）
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
並
び
に
近
年
に
お

け
る
先
住
民
族
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
に
鑑
み
、
ア
イ
ヌ
施
策
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
、
国
等
の
責
務
、
政
府
に
よ
る

基
本
方
針
の
策
定
、
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
の
管
理
に
関
す
る
措
置
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
に
よ
る
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
の
作
成
及
び
そ
の
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
認
定
、
当
該
認
定
を
受
け
た
ア
イ
ヌ
施

策
推
進
地
域
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置
、
ア
イ
ヌ
政
策
推
進
本
部
の
設
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に

よ
り
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
民
族
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
、
及
び
そ
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会

の
実
現
を
図
り
、
も
っ
て
全
て
の
国
民
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会
の
実
現
に
資
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）



二

定
義

１

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ア
イ
ヌ
文
化
」
と
は
、
ア
イ
ヌ
語
並
び
に
ア
イ
ヌ
に
お
い
て
継
承
さ
れ
て
き
た
生
活
様
式
、

音
楽
、
舞
踊
、
工
芸
そ
の
他
の
文
化
的
所
産
及
び
こ
れ
ら
か
ら
発
展
し
た
文
化
的
所
産
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ア
イ
ヌ
施
策
」
と
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普

及
及
び
啓
発
（
以
下
「
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
民
族
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ

て
生
活
す
る
た
め
の
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
に
資
す
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
施
策
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
」
と
は
、
民
族
共
生
象
徴
空
間
（
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
の

拠
点
と
し
て
国
土
交
通
省
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
所
に
整
備
さ
れ
る
行
政
財
産
を
い
う
。
）
を
構
成
す
る
一

定
の
施
設
（
そ
の
敷
地
を
含
む
。
）
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

三

基
本
理
念

１

ア
イ
ヌ
施
策
の
推
進
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
民
族
と
し
て
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
の

源
泉
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
並
び
に
我
が
国
を
含
む
国
際
社
会
に
お
い
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
多
様
な
民
族
の
共
生

及
び
多
様
な
文
化
の
発
展
に
つ
い
て
の
国
民
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の



と
す
る
こ
と
。

２

ア
イ
ヌ
施
策
の
推
進
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
民
族
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
ア
イ

ヌ
の
人
々
の
自
発
的
意
思
の
尊
重
に
配
慮
し
つ
つ
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

ア
イ
ヌ
施
策
の
推
進
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
関
係
す
る
者
の
相
互
の
密
接
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
ア
イ

ヌ
の
人
々
が
北
海
道
の
み
な
ら
ず
全
国
に
お
い
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
全
国
的
な
視
点
に
立
っ
て
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

何
人
も
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
対
し
て
、
ア
イ
ヌ
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
差
別
す
る
こ
と
そ
の
他
の
権
利
利
益

を
侵
害
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

四

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務

１

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
三
に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ア
イ
ヌ
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務

を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
を
継
承
す
る
者
の
育
成
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



３

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
教
育
活
動
、
広
報
活
動
そ
の
他
の
活
動
を
通
じ
て
、
ア
イ
ヌ
に
関
し
、
国
民
の
理
解
を

深
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

国
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
に
資
す
る
調
査
研
究
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
が
実
施

す
る
ア
イ
ヌ
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

五

国
民
の
努
力

国
民
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
民
族
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
、
及
び
そ
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る

社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

第
二

基
本
方
針
等

一

基
本
方
針

１

政
府
は
、
ア
イ
ヌ
施
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い

う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

基
本
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



ア
イ
ヌ
施
策
の
意
義
及
び
目
標
に
関
す
る
事
項

(1)

政
府
が
実
施
す
べ
き
ア
イ
ヌ
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

(2)

民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
の
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

(3)

第
四
の
一
の
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
の
第
四
の
七
の
認
定
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

(4)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ア
イ
ヌ
施
策
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
事
項

(5)

(1)

(4)

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
ア
イ
ヌ
政
策
推
進
本
部
が
作
成
し
た
基
本
方
針
の
案
に
つ
い
て
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

二

都
道
府
県
方
針

１

都
道
府
県
知
事
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の

方
針
（
以
下
「
都
道
府
県
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

都
道
府
県
方
針
に
は
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ア
イ
ヌ
施
策
の
目
標
に
関
す
る
事
項

(1)

当
該
都
道
府
県
が
実
施
す
べ
き
ア
イ
ヌ
施
策
に
関
す
る
方
針

(2)



及
び

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ア
イ
ヌ
施
策
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
事
項

（
第
八
条
関
係
）

(3)

(1)

(2)

第
三

民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
の
管
理
に
関
す
る
措
置

一

国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
第
六
の
一
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
の

管
理
を
当
該
指
定
を
受
け
た
者
（
二
に
お
い
て
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

一
に
よ
り
管
理
の
委
託
を
受
け
た
指
定
法
人
は
、
当
該
委
託
を
受
け
て
行
う
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
の
管
理
に

要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
、
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
に
つ
き
入
場
料
そ
の
他
の
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

第
四

ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
の
認
定
等

一

市
町
村
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
（
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
都
道
府

県
方
針
を
定
め
て
い
る
と
き
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
く
と
と
も
に
、
当
該
都
道
府
県
方
針
を
勘
案
し
て
）
、
当
該
市
町
村

の
区
域
内
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作

成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



１

ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
の
目
標

２

ア
イ
ヌ
施
策
の
推
進
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
業
に
関
す
る
事
項

ア
イ
ヌ
文
化
の
保
存
又
は
継
承
に
資
す
る
事
業

(1)

ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
理
解
の
促
進
に
資
す
る
事
業

(2)

観
光
の
振
興
そ
の
他
の
産
業
の
振
興
に
資
す
る
事
業

(3)

地
域
内
若
し
く
は
地
域
間
の
交
流
又
は
国
際
交
流
の
促
進
に
資
す
る
事
業

(4)
３

計
画
期
間

三

市
町
村
は
、
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
二
２
の
事
業

を
実
施
す
る
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

二
２
（

を
除
く
。
）
の
事
業
に
関
す
る
事
項
に
は
、
ア
イ
ヌ
に
お
い
て
継
承
さ
れ
て
き
た
儀
式
の
実
施
そ
の
他
の
ア

(4)

イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
に
利
用
す
る
た
め
の
林
産
物
を
国
有
林
野
に
お
い
て
採
取
す
る
事
業
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

四
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
二
２
（

を
除
く
。
）
の
事
業
に
関
す
る
事
項
に
は
、
ア
イ
ヌ
に
お
い
て
継
承
さ
れ
て
き

(4)



た
儀
式
若
し
く
は
漁
法
（
以
下
「
儀
式
等
」
と
い
う
。
）
の
保
存
若
し
く
は
継
承
又
は
儀
式
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及

び
啓
発
に
利
用
す
る
た
め
の
さ
け
を
内
水
面
に
お
い
て
採
捕
す
る
事
業
（
以
下
「
内
水
面
さ
け
採
捕
事
業
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

四
及
び
五
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
二
２
（

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
事
業
に
関
す
る
事
項
に
は
、
当
該
市
町
村

(3)

に
お
け
る
地
域
の
名
称
又
は
そ
の
略
称
を
含
む
商
標
の
使
用
を
し
、
又
は
使
用
を
す
る
と
見
込
ま
れ
る
商
品
又
は
役
務
の

需
要
の
開
拓
を
行
う
事
業
（
以
下
「
商
品
等
需
要
開
拓
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

七

内
閣
総
理
大
臣
は
、
一
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
が
次
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

基
本
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

当
該
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
の
実
施
が
当
該
地
域
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
施
策
の
推
進
に
相
当
程
度
寄
与
す
る
も
の

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

３

円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）



第
五

認
定
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置

一

交
付
金
の
交
付
等

国
は
、
認
定
市
町
村
に
対
し
、
認
定
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
に
基
づ
く
事
業
（
第
四
の
二
２
の
も
の
に
限
る
。
）

の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）

二

国
有
林
野
に
お
け
る
共
用
林
野
の
設
定

１

農
林
水
産
大
臣
は
、
国
有
林
野
の
経
営
と
認
定
市
町
村
の
住
民
の
利
用
と
を
調
整
す
る
こ
と
が
土
地
利
用
の
高
度
化

を
図
る
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
契
約
に
よ
り
、
当
該
認
定
市
町
村
の
住
民
又
は
当
該
認
定
市
町
村
内
の

一
定
の
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
第
四
の
四
に
よ
り
記
載
さ
れ
た
事
項
に
係
る
国
有
林
野
を

ア
イ
ヌ
に
お
い
て
継
承
さ
れ
て
き
た
儀
式
の
実
施
そ
の
他
の
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
に
利
用
す
る
た
め
の
林
産
物
の
採

取
に
共
同
し
て
使
用
す
る
権
利
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

１
の
契
約
は
、
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
三
項
の
共
用
林
野
契
約
と
み
な
し
て
、
同
法
第

五
章
（
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）



三

漁
業
法
及
び
水
産
資
源
保
護
法
に
よ
る
許
可
に
つ
い
て
の
配
慮

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
認
定
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
に
記
載
さ
れ
た
内
水
面
さ
け
採
捕
事
業
の

実
施
の
た
め
漁
業
法
第
六
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
農
林
水
産
省
令
又
は
都
道
府
県
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
許
可
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許

可
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
内
水
面
さ
け
採
捕
事
業
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

四

商
標
法
の
特
例

特
許
庁
長
官
は
、
認
定
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
に
記
載
さ
れ
た
商
品
等
需
要
開
拓
事
業
に
係
る
商
品
又
は
役
務
に

係
る
地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
に
つ
い
て
は
、
登
録
料
又
は
商
標
登
録
出
願
の
手
数
料
を
軽
減
し
、
又
は
免
除
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
関
係
）

五

地
方
債
に
つ
い
て
の
配
慮

認
定
市
町
村
が
認
定
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
起
こ
す
地
方

債
に
つ
い
て
は
、
国
は
、
当
該
認
定
市
町
村
の
財
政
状
況
が
許
す
限
り
起
債
が
で
き
る
よ
う
、
及
び
資
金
事
情
が
許
す
限



り
財
政
融
資
資
金
を
も
っ
て
引
き
受
け
る
よ
う
特
別
の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
関
係
）

第
六

指
定
法
人

一

指
定
等

国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人

で
あ
っ
て
、
二
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を

通
じ
て
一
に
限
り
、
二
の
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

二

業
務

指
定
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

第
三
の
一
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
の
管
理
を
行
う
こ
と
。

２

ア
イ
ヌ
文
化
を
継
承
す
る
者
の
育
成
そ
の
他
の
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

３

ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
広
報
活
動
そ
の
他
の
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
を
行
う
こ
と
。

４

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
に
資
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

５

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
、
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
又
は
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
に
資
す
る



調
査
研
究
を
行
う
者
に
対
し
て
、
助
言
、
助
成
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

６

１
か
ら
５
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
を
図
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）

三

民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
規
程

指
定
法
人
は
、
二
１
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
規

程
（
以
下
「
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大

臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
関
係
）

四

事
業
計
画
等

指
定
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
、
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
国
土
交
通

大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
関
係
）

五

区
分
経
理

指
定
法
人
は
、
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
に
関
す
る
経
理
と
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務

以
外
の
業
務
に
関
す
る
経
理
と
を
区
分
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
関
係
）



六

国
派
遣
職
員
に
係
る
特
例

１

国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
第
三
項
の
退
職
手
当
通
算
法
人
に
は
、
指
定
法
人
を
含
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

国
派
遣
職
員
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
七
条
の
二
及
び
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
公
庫
等
職
員
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

指
定
法
人
又
は
国
派
遣
職
員
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
百
二
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
条
第
一
項
の
公
庫
等
又
は
公
庫
等
職
員
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
関
係
）

七

職
員
の
派
遣
等
に
つ
い
て
の
配
慮

六
の
ほ
か
、
国
は
、
指
定
法
人
が
行
う
二
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
職
員
の
派
遣
そ
の
他
の
適
当
と
認
め
る
人
的
援
助
に
つ
い
て
必
要
な
配
慮
を
加
え
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
関
係
）

八

役
員
の
選
任
及
び
解
任

１

指
定
法
人
の
二
の
業
務
に
従
事
す
る
役
員
の
選
任
及
び
解
任
は
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受

け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



２

国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
指
定
法
人
の
二
の
業
務
に
従
事
す
る
役
員
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の

法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
若
し
く
は
民
族
共
生
象
徴
空
間
構
成
施
設
管
理
業
務
規
程
に
違

反
す
る
行
為
を
し
た
と
き
等
は
、
指
定
法
人
に
対
し
、
そ
の
役
員
を
解
任
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
関
係
）

九

指
定
の
取
消
し
等

国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
指
定
法
人
が
こ
の
法
律
に
違
反
し
た
と
き
等
に
お
い
て
、
一
に
よ
る
指
定
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
関
係
）

第
七

ア
イ
ヌ
政
策
推
進
本
部

一

設
置

ア
イ
ヌ
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
、
ア
イ
ヌ
政
策
推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。

）
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
二
条
関
係
）

二

所
掌
事
務

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



１

基
本
方
針
の
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

２

基
本
方
針
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
。

３

ア
イ
ヌ
施
策
で
重
要
な
も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
三
条
関
係
）

三

組
織
等

本
部
は
、
ア
イ
ヌ
政
策
推
進
本
部
長
（
内
閣
官
房
長
官
を
も
っ
て
充
て
る
。
）
、
ア
イ
ヌ
政
策
推
進
副
本
部
長
（
国
務

大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。
）
及
び
ア
イ
ヌ
政
策
推
進
本
部
員
（
法
務
大
臣
、
外
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大

臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
（
こ
の
う
ち
副
本
部
長
に
充
て
ら
れ
た
も
の
を

除
く
。
）
並
び
に
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
国
務
大
臣
）
を
も
っ
て
組
織
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
関
係
）

第
八

雑
則

一

権
限
の
委
任
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
二
条
関
係
）

二

命
令
へ
の
委
任
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
三
条
関
係
）

三

罰
則
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
五
条
関
係
）



第
九

そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
は
、
廃
止
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
、
第
四
条
及
び
第
八
条
関
係
）

四

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
関
係
）

五

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


